
埋蔵文化財包蔵地（＝遺跡）に関する手続き

遺物・遺構なし

教育委員会事務局へ連絡・発見届の提出

未確認の遺跡が工事中
に発見された場合、法
第96条の１に基づき、そ
の現状を変更することな
く、町教育委員会事務
局経由で県教育委員会
に「遺跡の発見届」を提
出しなければなりませ
ん。

遺跡なし

慎重工事

包蔵地に該当しない

遺跡あり

事業の策定
（遺跡範囲に含まれるかの確認）

※上記は一般的な手続きのフローですが、これに該当しない事例については、
本町教育委員会文化財担当者へご相談ください。

予備調査・試掘調査

確認（試掘）調査等の実施※費用は町が負担

工事対象地区における埋蔵文化財の有無
「埋蔵文化財包蔵地図」との照合　法第95条

包蔵地に該当する

※法＝文化財保護法

「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等について」の届出　第93条

工事立会

届出に対する町からの回答

遺物・遺構あり

埋蔵文化財の保存についての協議

・「遺跡分布図」は本町ホー
ムページにて確認するか、教
育委員会事務局文化財担当
者を通じてご確認ください。

・「周知の埋蔵文化財包蔵地
における土木工事等につい
て」の届出の書式は、本町
ホームページにてダウンロー
ドも可能です。

不時発見　法第96条


